
仕様書 
 

NEDO イノベーション推進部 
 
1. 件名 

ディープテック・スタートアップ支援基金／ディープテック・スタートアップ支援事業／我が国の企業におけ
るオープンイノベーションの推進に係る検討 
 
2. 目的 

我が国産業の中長期的な発展に向けて、国内産業の非連続イノベーションの創出による活性化及び
競争力の強化を実現するためには、オープンイノベーションを真に根付かせることが重要とされ、産・学・官
において様々な活動が実施されている。特に、非連続イノベーションの創出おけるディープテック・スタートア
ップの役割は重要であり、次々とスタートアップ企業が生まれてくる環境整備が必要なのは勿論のこと、そ
のような有望なディープテック・スタートアップ企業との連携は、イノベーション創出を目的としたオープンイノ
ベーション活動の中核に位置付けられると言える。 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「NEDO」という。）は、オープン
イノベーション・ベンチャー創造協議会（以下、「JOIC」という。）の事務局を務めている。JOIC はオープ
ンイノベーションの機運醸成および推進に資する様々な情報提供や、ディープテック・スタートアップ企業と
の連携事例の創出のための取り組みを通して、我が国産業のイノベーションの創出及び競争力の強化に
寄与することを目的として活動している。 

本調査では、オープンイノベーションの推進やディープテック・スタートアップの成長支援に資する様々な
情報の調査と取りまとめを行い、JOIC 会員を中心に広く情報提供を行うと共に、具体的な連携事例の
創出のための取り組みを行う。またそれらの活動を通して、我が国産業のイノベーション創出及び競争力
強化に寄与するための課題の抽出を行う。 
 
3. 内容 

本調査では、以下の (1) から (3) に示す 3 項目の調査を実施する。 
 
(1) イベントによるオープンイノベーション普及・促進方法に関する調査 
オープンイノベーションにより具体的なビジネスを創出することを目的とし、JOIC が開催するイベントの運

営をオンラインとリアルの双方で行う（年７回以上開催）とともに、その成果（2022 年度までの実施
分を含む）のフォローアップと周知・広報を行い、成功事例等の取材や分析等を実施する。 
また、昨今は各地でオープンイノベーション促進に資するイベントが多数開催されている状況を踏まえ、こ

れらの既存の取組とのネットワーク作りや関係構築を図る（関東圏以外を含めた地域での実施、他の支
援機関との連携、ウェブ情報発信、メールマガジンでの連携等）ことにより、JOIC 会員数の増加や、業
界の幅を広げることにも留意しながら実施すること。 



 
計画イベント 

① NEDO ピッチ （5 回以上） 
スタートアップと事業会社の事業連携、マッチングを促進することを目的とし、スタートアップの事業ピッ
チを実施、公開する。 
過去取組の参考：https://www.joic.jp/nedo̲pitch̲sub/Try-nedopitch.html 

 
② OI 関連のワークショップ （1 回以上） 

スタートアップと事業会社の社員が同じチームのメンバーとなってグループワークを実施する等、実践的
な OI 関連のワークショップを開催する。 

 
③ NEDO スタートアップ支援事業の採択社と、そのスタートアップが連携する事業会社によるパネルディ

スカッション（1 回以上） 
スタートアップと事業会社がどのように繋がったか、連携して実施した内容、事業会社がスタートアップと
連携するために敷いている体制、連携中に発生した問題とその対応方法等の、オープンイノベーション
に関する内容に関するパネルディスカッションを開催する。 

  
(2) JOIC 参加企業へのインセンティブ付与に関する企画立案 

JOIC を通じて企業間のオープンイノベーションを促進するためには、JOIC に参加するインセンティブを
高めていく必要がある。このため、イベント等の実施の際に、JOIC 参加企業へのインセンティブの付与を
企画立案・実行すること。当該取り組みを通じて、JOIC 参加企業の業種や地域等の多様化を実現し、
マッチング機会の増加を目指す。 

また、オープンイノベーションの実施を検討する企業にとって有益な情報を企画立案・調査・とりまとめを
行い、JOIC の HP 内で提供すること。当該取り組みを通じて、企業内での意思決定を円滑化させ、新
たなオープンイノベーションの事例を創出することを目指す。 
 
(3) JOIC ホームページの管理・運用等 

本ホームページは、上記(1)～(2)や、今まで実施したコンテンツ並びに本委託とは別に実施される調
査結果について、内向け、外向けに峻別することを含め、ユーザーにわかり易く、かつ効果的に情報発信
を行うため、必要に応じ適宜改修する。なお、運用・更新作業は、NEDO が指定するコンテンツ運用シ
ステムを用いる。 
 また、JOIC の会員情報を更新するため、企業名（社名が変わった企業等）、企業規模分類等、反
社会的勢力の有無の確認を行う。 
 
④ 調査期間 

NEDO が指定する日から 2024 年 3 月 31 日まで 



 
⑤ 予算額 

3,000 万円未満 
 
⑥ 報告書 

2023 年度度終了時には、調査報告書を所定の期日までに提出すること 
提出方法：NEDO プロジェクトマネジメントシステムを用いて提出すること。 
記載内容：「成果報告書・中間年報の電子ファイル提出の手引き」に従って作成の上、提出す

ること。 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html 

 
⑦ 報告会等の開催 

委託期間中又は委託期間終了後に、成果報告会における報告を依頼することがある。 
 
８．その他 

本仕様書に定めなき事項については、NEDO と実施事業者が協議の上で決定するものとする。 
 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


